


契約変更理由書 

工事名 令和５年度恩納南 BP 改良工事（第 3 回変更） 

 本工事は、令和５年 8 月 16 日付けで、株式会社山口建設と契約を締結し、現在鋭意施工

中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益

であることから変更するものである。 

 

記 

 

1. 【谷茶地区】 

構造物撤去工（構造物取壊し工、運搬処理工） 

新設構造物位置に既設構造物があり設置に支障となり取り壊しするための増工。 

2．【谷茶地区】仮設工（赤土等流出防止対策工、交通管理工） 

  沈砂池を設置するスペースが確保できないため濁水プラント使用するための増工。 

工期延期に伴い交通誘導員の数量が増加したことによる増工。 

3．【谷茶地区】舗装（踏掛板工） 

  本工事の後に施工する舗装工事で施工することになったための減工。 

4．【冨着地区】構造物撤去工（構造物取壊し工、運搬処理工） 

新設構造物位置に既設構造物があり設置に支障となり取り壊しするための増工。 

5．【冨着地区】仮設工（防護施設工、赤土等流出防止対策工、交通管理工） 

 既設法面が供用道路に近接しており、小石等の落下を防護する柵の設置による増工。 

 沈砂池を設置するスペースが確保できないため濁水プラント使用するための増工。 

工期延期に伴い交通誘導員の数量が増加したことによる増工。 

6．【冨着地区】防護柵工（防止柵工） 

 防護柵延⾧を変更したことによる増工。 

7．【前兼久地区】道路土工（掘削 ICT） 

 全体の掘削機械と ICT 掘削機械の使用比率の変化による増工。 

8.【前兼久地区】 

構造物撤去工（構造物取壊し工、運搬処理工） 

新設構造物位置に既設構造物があり設置に支障となるための増工。 

9．【前兼久地区】仮設工（環境対策工、赤土等流出防止対策工、交通管理工） 

 希少動物の保全対策（侵入防止柵設置）による増工。 

 沈砂池を設置するスペースが確保できないため濁水プラント使用するための増工。 

 交通誘導員の数量が増加したことによる増工。 

 



10．【前兼久地区】舗装（透水性舗装工） 

  透水性舗装は取りやめにするので、透水性舗装におけるフィルター層削除のための減工。 

11．【前兼久地区】縁石工（歩車道境界ブロック） 

  横断歩道位置に必要な歩車道境界ブロックに変更するための減工。 

12．【前兼久地区】防護柵工（防止柵工） 

 防護柵延⾧を変更したことによる増工。 

13．【喜瀬武原土捨て場】道路土工、法面工、仮設工 

路体盛土工 清算変更による増工。 

仮水路工 縦排水配管新設による増工。 

進入路整備工 喜瀬武原土捨て場への運搬路の補修による増工。 

交通管理工 工期延期に伴い交通誘導員の数量が増加したことによる増工。 

14．共通仮設費（準備費、安全費、技術管理費、営繕費） 

  1）準備費―伐採費用について、必要となったため追加したことによる増工。 

  2）安全費―ゆずり車線部のシステムカディ取り換え指示による増工。 

  3）技術管理費―諸経費動向調査費、３次元起工測量・設計のデータ作成費用、防護柵の

非破壊試験費について、必要となったため追加する。 

  4）営繕費―快適トイレについて、特記仕様書に基づく清算変更に伴う増工。 

 

15．工期は元設計のとおりとする。 


